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指月苑ホームヘルパーステーション 

重要事項説明書 

 

１．事業の目的と運営方針 

要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護者等の特性を踏まえ

て、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、排泄、食事の介護

その他生活全般にわたる援助を行う事で、状態の維持、改善を目的とした目標設定を行い計画的

にサービスを提供します。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めます。 

２．事業者の内容 

事 業 所 名 称 指月苑ホームヘルパーステーション 

指 定 番 号 鹿児島県指定 第 4670201179 号 

事 業 所 の 所 在 地 〒895-1203 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野 3003 番地 

管 理 者 氏 名 堂免 謙二郎 

T E L ・ F A X 番 号 
TEL：0996-38-1500 

FAX：0996-38-1511 

サービスを提供する地域 薩摩川内市（甑島を除く） 

事 業 開 始 年 月 日 平成 18 年 10 月 1 日 

 

⑵ 事業所の従業者体制 

職種 職務の内容 人員 

管理者 

・事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元

的に行う。 

1名 

（養護老人ホーム 

「指月苑」長が兼務） 

サービス提供責任者 

・訪問介護計画を作成し、利用者へ説明し、同 

意を得た上で、利用者に交付します。  

・サービス担当者会議への出席等により居宅介 

護事業者と連携を図ります。  

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向 

を定期的に把握します。  

・居宅介護支援事業者に対して、把握した利用 

者の服薬状況、口腔機能その他必要な情報を 

提供します。  

・訪問介護員の業務の実施状況を把握し、訪問 

介護員の業務管理を実施します。  

・訪問介護員に対する研修、技術指導を行いま

す。 

1名以上 
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訪問介護員等 

・1級課程修了者又は

介護福祉士 

・2級若しくは1級課

程修了者 

・介護職員初任者研

修終了者 

・介護職員基礎研修

課程修了者 

・実務者研修終了者

又は介護福祉士   

・訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに

必要な指定訪問介護のサービスを提供します。 

・サービス提供後、利用者の心身の状況等につ

いて記録を行い、サービス提供責任者に報告を

行います。 

常勤換算2.5名以上 

・1名以上 

（常勤職員、サービス提

供責任者と兼務） 

・2名以上 

事務職員 
・介護給付費等の請求事務等必要な事務を行い

ます。 

1名以上（兼務） 

 

⑶ 訪問時間 

サービス提供日 月曜日から日曜日 

サービス提供時間 7時～19時（但し、必要に応じて24時間対応とする。） 

 

３．サービスの内容 

サービスの区分と種類 サービスの内容 

訪問介護計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画（ケア

プラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行

い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画

を作成します。 

身

体

介

護 

食事介助 
食事の介助で、全面介助、一部介助又は見守りを行います。配膳から

下膳まで含まれます。 

入浴介助 
入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行い

ます。 

排泄介助 
排泄の介助、おむつ交換を行います。（必要に応じて、床ずれ予防の為

の体位交換を行います。） 

更衣介助 
上着、下着の更衣の介助を行います。利用者が自分で行えるように配

慮しながら行います。 

服薬介助 配薬された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

移動・移乗介助 室内の移動車椅子等への移乗の介助を行います。 

自立生活支援のた

めの見守り的援助 

・入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防の為の声

掛け、気分の確認などを含む。）を行います。 

・ベッドの出入り時など自立を促すための声掛け（声掛けや見守り中

心で必要な時だけ介助）を行います。 
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・排泄等の際の移動時、転倒しない様に側に付き添います。（介護は必

要時だけで、事故がないように常に見守る。） 

生

活

援

助 

買い物 

日用品や食料品など生活必需品の買物を行います。買物に伴う金銭管

理には十分注意し、常に利用者の確認を得ながら行います。利用者宅

から買物に出かけることが原則ですが、派遣時間との関係等により訪

問前に買物を行う場合は、利用者やサービス提供責任者等と十分相談

し、買物の内容や金銭管理について確認のうえ行います。 

調理 
利用者のための食事の調理、配膳、食後の後片づけ、食品の管理を行

います。利用者以外の家族等の食事の調理は提供できません。 

掃除 

居室等の掃除、布団干し、日常生活用品等の整理整頓等を行います。

居室等とは、利用者が日常生活に使用している部屋、台所、トイレ、

風呂場等です。 

洗濯 

日常的な衣類の洗濯、乾燥、洗濯物の取り込み整理、小物のアイロン

がけのほか、ボタン付けや衣類のほつれの修繕など、専門的技術が必

要なく、短時間でできる範囲内の補修です。 

衣類の入れ替え 季節の変わり目における衣服の入れ替え、寝具の交換等を行います。 

通院等降車介助 
通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介

助を行います。 

 

４．利用料金 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該訪問介護が法廷代理受領サービスであると

きは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

□ 介護報酬告示額 

項    目 単位 利用料金 自己負担額 

基本サービス（１日） 84単位 840円 84円 

訪問介護 

（１回） 

身体介護 

15分未満 94単位 940円 94円 

15分以上30分未満 189単位 1,890円 189円 

30分以上45分未満 256単位 2,560円 256円 

生活援助 

15分未満 48単位 480円 48円 

15分以上30分未満 94単位 940円 94円 

30分以上45分未満 142単位 1,420円 142円 

通院等乗降介助 85単位 850円 85円 

 

⑵ 加算料金等 

項目 単位 利用料金 自己負担額 

介護職員処遇改善加算 Ⅱ 所定単位数の122/1000 加算 
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その他の費用 

交通費  

(1) 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね１０km 未満 ２００円 

５．サービス利用に当たっての留意事項 

① 利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。 

② 事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取り扱いについて

は、利用者又はその家族とご相談させていただきます。 

③ 従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

６．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関

と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従

業者等の訓練を行います。 

７．緊急時の対応 

サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治

医又は協力医療機関に連絡等をとるなど必要な措置を講じます。 

８．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を

行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべ

き事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

９．守秘義務に関する対策 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とし

ています。 

10．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

11．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその

家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 
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12．苦情相談窓口 

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

担当者 サービス提供責任者 （０９９６）３８－１５００ 

責任者 堂免 謙二郎（管理者） （０９９６）３８－１５００ 

受付時間  ９：００～１７：００  

※ 相談・苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

第三者委員 

上川路 長生 公認会計士 （０９９）２５２－７０７０ 

津曲 義人 監事 （０９０）４１７６－４０６６ 

 

苦情の受付窓口は、上記受付担当者となります。 

また、第三者委員も直接、苦情を受け付けることができます。第三者委員は苦情解決を円滑

に図るため、双方の助言や話し合いへの立会いなども致します。 

苦情解決責任者は、苦情の申し出をされた方と話し合いによって、円滑な解決に努めます。

また、公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

行政機関その他苦情受付機関 

薩摩川内市役所 

高齢・介護福祉課 

所在地  鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

電話番号 （０９９６）２３－５１１１ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 

県国民健康保険団体連合会 

所在地  鹿児島市鴨池新町６番６号 

電話番号 （０９９）２１３－５１２２ 

受付時間  ９：００～１７：００ 

鹿児島県社会福祉協議会 

（福祉サービス運営 

適正化委員会） 

所在地  鹿児島市鴨池新町１番７号 

（県社会福祉センター内） 

電話番号 （０９９）２８６－２２００ 

受付時間  ９：００～１６：００ 
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13．協力医療機関等 

事業者は、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

名称 卓翔会記念病院 

住所 薩摩川内市天辰町1512番地1 

連絡先 ０９９６－２９－５９００ 

 

・協力歯科医療機関 

名称 しげなが歯科医院 

住所 薩摩川内市平佐町1丁目135 

連絡先 ０９９６－２１－１８５７ 

 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

14．損害賠償について 

（１）当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、

速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用

者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者

の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

（２）事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ

以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

① ご利用者（その家族、身元引受人等も含む）が、契約締結に際し、ご利用者の状況及

び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに

専ら起因して損害が発生した場合。 

② ご利用者（その家族、身元引受人等も含む）がサービスの実施に当たって必要な事項 

に関する聴取・確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに

専ら起因して損害が発生した場合。 

③ ご利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に専

ら起因して損害が発生した場合。 

④ ご利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為に専ら起因

して損害が発生した場合。 
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令和  年  月  日 

 

指定訪問介護サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事

項を説明し交付しました。 

 

「事業者」 

所在地  鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野3003 

 

事業名  社会福祉法人 市比野福祉会 

               指月苑 ホームヘルパーステーション 

管理者  堂免 謙二郎    印 

 

説明者 （職名）              

 

 

（氏名）                    印 

 

令和   年   月   日 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定訪問介護サービスについて重要事項説明を受

け同意しました。 

 

「利用者」 

住 所                            

 

 

氏 名                          印 

 

「利用者代理人（選任した場合）」 

 

住 所                            

 

 

氏 名                          印 

 

            契約者との関係                      
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